
 

第 16号 

― 令和 4年 5月発行 ― 
隠岐の島町シルバー人材センター 

〒685-0027 隠岐の島町原田 396番地 

TEL(08512)3-1533 FAX(08512)2-4517 

 

おきのしま 
令和 3 年度主要指標（令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月） 

 

前年度比較 前年度比較 

 合  計 51 （＋6）  合  計 128 （＋43） 

 男  性 30 （＋3）  請  負 110 （＋30） 

 女  性 21 （＋3）  派  遣 18 （＋13） 

前年度比較 前年度比較 

 合  計 865 （＋598）  合  計 4,441,328 （＋2,932,457） 

 請  負 270 （＋730）  請  負 1,726,404 （＋0,485,303） 

 派  遣 595 （＋521）  派  遣 2,714,924 （＋2,447,154） 

 

募集中のお仕事を紹介します。何人かの会員さんでローテーションを組んで就業し

ていただきますので、「週 1 回ならやってみたいけど…」という方でも大丈夫です！

お仕事してみたい方、どんな仕事か詳しく聞いてみたい方は☏３－１６９１へご連絡

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターでは会員さんが作業で使用する備品を整備しました。使用する道具等は基

本的には会員さん自身のものを使用していただきます。道具がない場合等にご利用く

ださい。 

 

▼主な備品一覧 

ヘルメット デッキブラシ 

伸縮足場台 電工ドラム（延長コード）  

幅広踏み台 2 段 ポータブル電源 

アルミ一輪車 熊手 

 

募集中のお仕事  

備品を整備しました  

水産加工・  

果実物加工・  

弁当作り等の補助  

就業時間  

8:00～11:00 

就業日数  

週 2 日  

介護施設での  

介護補助業務  

及び見守り  

就業時間  

8:30～13:00 

就業日数  

週 1～3 日  

介護施設での  

おやつ、昼食等の  

調理補助  

就業時間  
10:00～15:00 
（休憩 1 時間有）  

就業日数  

週 1～3 日  

調理補助  

及び配膳、  

フロアの接客等  

就業時間  

10:00～15:00 

就業日数  

週 1～3 日  

（隠岐分室）  

http://www.oki-fukushi.net/oki-sjc


 

▼お受けできるお仕事  

  センターでお受けできるお仕事内容は、以下のとおりです。  

●除草作業・剪定作業・墓掃除  ●家事サービス（掃除・洗濯）  

●屋外作業（居住敷地内）  ●屋内清掃（模様替え・衣替え等）  

●代筆／宛名書き  ●産前産後のお手伝い（受託事業）等  

 

▼お仕事のご依頼方法  

 ①ご相談  

  ご相談を受けてから作業日まで最低でも 1 週間程度かかります。繁忙期や  

天候等でさらに時間を要する場合がありますので、お早めにご連絡ください。 

ご依頼・お問い合わせにかかるご相談は電話／メールにて承ります。  
  ※月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）8:30～17:00 の間にお願いします。  

 

 ②お受けできるかのお返事  

  即日、或いは 2,3 日中にお受けできるかのお返事を差し上げます。  

  

 ③現場確認・下見  

  センターで対応が可能であるか、日程調整の上、現場確認・下見に伺います。  

あわせて、範囲や危険個所の確認等も行いますので依頼者様の立ち合いをお願  

いしております。作業者への説明や記録のため、現場の写真を撮らせていただ  

きます。  
 ※高年齢者の安全に配慮して危険・有害な仕事はお引き受けできません。  

 ※墓掃除については、立ち合いは必要ありません。  

 

④お見積もり  

 ご依頼いただいた仕事の内容、条件、金額などについて、お見積もりさせて  

いただき、見積書と発注書を送付いたします。  

 

⑤契約  

 見積書で金額をご確認いただき、その内容でよろしければ発注書に必要事項  

記入の上、返信してください。  

 

⑥就業  

 作業する日を調整し、シルバー会員が就業します。原則として、発注者様の  

立ち合いが必要です。（就業前後のみでも可）  

 

⑦作業終了後確認／請求書の送付  

 作業が終わり次第、履行確認書へご署名いただきます。その後請求書を送付  

させていただきます。  
※請求書に記載されている指定口座にお振込みください。  
※振込手数料は、お客様のご負担になりますので、あらかじめご了承ください。  

 

▼その他、ご依頼する際の注意点等  

 ●空き家でのお仕事、農作業は対象外となります。  

 ●就業中にでたゴミについては捨てに行くことができません。  

 ●原則、作業は 9:30～16:00 の間で行います。  

隠岐の島町シルバー人材センターへお仕事を依頼される方へ  
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